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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
特
定
の
記
者
の
質
問
に
対
し
て
総
理
大
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官
邸
報
道
室
長
が
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記
者
会
に
発
出
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た

文
書
に
関
す
る
質
問
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す
る
答
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書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
文
書
（
以
下
「
本
件
文
書
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
官
房
内
閣
広
報
室
総
理
大
臣
官
邸
報
道
室
長
が
内
閣
広
報

官
の
判
断
を
仰
ぎ
つ
つ
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
、
本
件
文
書
に
よ
る
申
入
れ
に
先
立
ち
、

菅
内
閣
官
房
長
官
に
対
し
、
秘
書
官
を
通
じ
て
、
申
入
れ
の
方
針
が
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て

は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
質
疑
に
関
し
て
川
内
博
史
委
員
か
ら
本
件
文
書
に
よ
る
申
入
れ
に

つ
い
て
の
質
問
の
通
告
が
あ
り
、
同
日
、
そ
の
答
弁
に
向
け
た
説
明
の
際
に
、
当
該
申
入
れ
の
内
容
も
含
め
て
、
初
め
て
伝

え
ら
れ
た
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

総
理
大
臣
官
邸
に
お
い
て
行
わ
れ
る
内
閣
官
房
長
官
の
定
例
の
記
者
会
見
は
、
内
閣
記
者
会
の
主
催
で
あ
り
、
政
府
と
し

て
、
そ
も
そ
も
記
者
に
対
し
一
方
的
に
質
問
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
な
く
、
本
件
文
書
に
よ
る
申
入
れ
は
、
当

該
記
者
会
見
の
主
催
者
で
あ
る
内
閣
記
者
会
に
対
し
、
飽
く
ま
で
協
力
を
依
頼
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
ど

一



の
よ
う
に
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
内
閣
記
者
会
に
お
い
て
自
由
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
申
入
れ
を
行

っ
た
こ
と
が
「
九
四
号
答
弁
書
の
答
弁
内
容
と
矛
盾
し
て
い
る
」
及
び
「
記
者
の
質
問
権
を
制
約
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

ず
、
ひ
い
て
は
国
民
の
知
る
権
利
を
侵
害
す
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

二


